
令 和 5 年 1 月 1 日 ～ 令 和 5 年 12 月 31 日 ま で の 間 に ・ ・ ・

≪市・県民税の申告は必要ありません≫

※医療費控除や扶養控除等各種控除を追加する場合は申告が必要となります。
※収入のなかった方、障害年金・遺族年金のみの方はお電
話にてご連絡ください。

≪市・県民税の申告が必要です≫
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